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・地籍調査の円滑化・迅速化のため新たな調査手続等を活用
・山村部の地籍調査において、航空レーザ測量により作成した
筆界案を土地所有者が集会所で確認し、成果に基づき登記

【栃木県大田原市】

第３節 関連施策の動向

第１部 土地に関する動向

令和４年版土地白書について

全国全用途平均・住宅地・商業地のいずれも２年ぶりに
上昇。全体的に昨年からは回復傾向。

地価公示の推移

土地取引件数は、ほぼ横ばいで、２年前の水準で推移。

ｚ

第２部
土地に関して講じた基本的施策

第３部
土地に関する基本的施策

第１章 土地の利用及び管理に関する計画の策定等
第２章 適正な土地利用及び管理の確保を図るための施策
第３章 土地の取引に関する施策

第１章 令和３年度の不動産市場等の動向

令和３年度 令和４年度

第２章 人口減少社会における所有者不明土地対策等の取組と関連施策の動向

資料：国土交通省「地価公示」

土地取引件数の推移

人口減少・高齢化の進展とそれに伴う相続件数の増加、土地利用ニーズの低下と所有意識の希薄化を背景に、所有者不明土地の
増加が見込まれることから、平成３０年の所有者不明土地法の制定以降、様々な取組や関連施策を推進。

第１節 所有者不明土地対策等における取組状況

第２節 所有者不明土地法の一部を改正する法律

【収用手続の合理化】

【低未利用土地の活用】

・知事の裁定により、所有者不明土地を公共的目的に使用
できる制度（地域福利増進事業）を活用

・高台にある所有者不明土地を避難場所（防災広場）として
整備予定【新潟県粟島浦村】

【所有者探索の合理化】

【地籍調査の促進】

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する
法律」が成立し、公布された【令和４年５月９日】

第４章 土地に関する調査の実施及び情報の提供等に関する施策
第５章 土地に関する施策の総合的な推進
第６章 東日本大震災と土地に関する復旧・復興施策

・県・市・地元住民等が協働し、専門家と連携しながら市内の
低未利用土地の利用・管理の促進を図る推進法人を設立予
定【広島県三原市】

第３節 関連施策の動向

【不動産ID】

【土地・不動産情報ライブラリ】

・不動産の共通コードに係るルールの運用を順次開始し不動産
関連情報の連携・蓄積・活用の促進を図る【R4年度運用開始】

・土地・不動産分野の情報一元化を行うポータル・サイト「土地・
不動産情報ライブラリ」を構築し、不動産取引の活発化、探索
コストの低減等を図る【R6年度運用開始を目指して構築】

・国土審議会において、令和３年６月にとりまとめた「国土の
長期展望」と「国土の管理構想」を踏まえて、同年９月から
計画部会において新たな国土計画の検討に着手

【所有者不明森林の活用】

倒木や土砂流出の恐れ

地域福利増進事業の対象事業の拡充等による利用の円滑化の促進

勧告・命令・代執行制度等による災害等の発生防止に向けた管理の適正化

協議会制度・所有者不明土地利用円滑化等推進法人等による推進体制の強化

【地域福利増進事業の活用】

申請地

新たな国土計画の検討

不動産IDの活用の一例（イメージ）

デジタル技術を活用した
土地取引の円滑化

所有者不明土地の利用の円滑化の取組事例

所有者不明土地の発生抑制の取組事例

・知事の裁定により、所有者不明土地を取得できる制度を活用
・高速道路の整備予定地で、通常の土地収用法の裁決手続き
に比べて約４カ月短縮【茨城県潮来市】

・土地所有者等の探索のため、固定資産課税台帳などを利用
できる制度を活用

・所有者不明と思われた土地の所有者を見つけることができ、
広場整備のため権利を取得予定【山口県山口市】

申請地

高台の荒れ地 未取得の山林

筆界推定線図（土地の境界案） 集会所で土地所有者に説明

・森林の経営管理権を市町村に集積する制度（森林経営
管理法）を活用
・町が所有者（共有者）不明森林に自らの経営管理権を
設定し、適正に管理【鳥取県若桜町】

単位
％

R２公示 R３公示 R４公示 R２公示 R３公示 R４公示 R２公示 R３公示 R４公示

1.4 ▲ 0.5 0.6 0.8 ▲ 0.4 0.5 3.1 ▲ 0.8 0.4

2.1 ▲ 0.7 0.7 1.1 ▲ 0.6 0.5 5.4 ▲ 1.3 0.7

東 京 圏 2.3 ▲ 0.5 0.8 1.4 ▲ 0.5 0.6 5.2 ▲ 1.0 0.7

大 阪 圏 1.8 ▲ 0.7 0.2 0.4 ▲ 0.5 0.1 6.9 ▲ 1.8 0.0

名古屋圏 1.9 ▲ 1.1 1.2 1.1 ▲ 1.0 1.0 4.1 ▲ 1.7 1.7

0.8 ▲ 0.3 0.5 0.5 ▲ 0.3 0.5 1.5 ▲ 0.5 0.2

地方四市 7.4 2.9 5.8 5.9 2.7 5.8 11.3 3.1 5.7

その他 0.1 ▲ 0.6 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.6 ▲ 0.1 0.3 ▲ 0.9 ▲ 0.5

商業地

地  方   圏

全　　　　 国

三大都市圏

全用途 住宅地

資料：法務省「法務統計月報」
※東 京 圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 名古屋圏：愛知県、三重県

大 阪 圏：大阪府、京都府、兵庫県 地 方 圏：上記以外の地域

土地・不動産ライブラリ（イメージ）

「預貯金や株式などに比べて有利｣とする割合が低下傾向。

土地の資産性に対する国民の意識

IDを突合するだけで、同一物件か判断でき、
物件情報の名寄せ・紐付けが容易化。

不動産取引価格
ハザード
公共交通

地価公示
都市計画
教育・医療・福祉施設

『デジタルを前提とした国土の再構築』 『真の豊かさ』を実感できる国土
課題認識 国土づくりの目標

国土の長期展望

国土づくりの３つの視点

産業基盤の構造転換と大都市のリノベーション

人と土地とのつながり： 国土の適正管理 等

持続可能で多彩な地域生活圏の形成
Ⅰ. ローカル Ⅱ. グローバル

Ⅲ. ネットワーク

国土の管理構想
人口減少下の適切な国土管理のあり方

都道府県・市町村・地域における管理構想の策定

新たな「国土形成計画」・「国土利用計画」
の策定に向けた議論に着手

※四捨五入の関係で計数が合わない場合がある
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そう思う どちらともいえない わからない
そうは思わない 無回答

資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」 （％）

（年度）

※ 東京圏：首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町村の区域
大阪圏：近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域

名古屋圏：中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村の区域
地方圏：三大都市圏（東京圏・大阪圏・名古屋圏）を除く地域

地方四市：札幌市・仙台市・広島市・福岡市

土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か


